
千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 市長は、千葉市マンション居住環境再生支援事業実施要綱（以下「事業要綱」と

いう。）第９条の規定に基づき、居住環境再生事業に要する費用の一部を補助することに

ついて必要な事項を定め、予算の範囲内において、千葉市補助金等交付規則（昭和６０

年千葉市規則第８号。以下「規則」という。）、事業要綱及びこの要綱の定めるところに

より補助金を交付するものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

（１）補助事業者 

事業要綱第２条（３）に規定する管理組合又は同条（１１）に規定する施行者をい

う。 

（２）従前戸数 

居住環境再生事業が行われるマンションの管理組合の集会において、建物の区分所

有等に関する法律（昭和３７年４月４日法律第６９号。以下「区分所有法」という。）

第６２条第１項の規定による建替え決議若しくは区分所有者全員の総意による建替え

決議又は区分所有法第７０条第１項の規定による一括建替え決議を行った時点におけ

る区分所有法第２条第３項の専有部分（建物の附属物及び附属の建物を除く。）の数の

合計をいう。 

ただし、従前、社宅等として使用していたため、専有部分の数と区分所有法第２条

第２項の規定による区分所有者の数が著しく異なる場合は、当該専有部分の数を除く。 

（３）市内業者 

千葉市内に本店又は本社等（ただし、建設工事にあっては、建設業法の規定により

許可を受けた「主たる営業所」をいう。）を有し、千葉市税（延滞金を含む。）を完納

している業者をいう。 

 

第２章 居住環境再生計画の策定費用に係る補助金 

（補助事業） 

第３条 居住環境再生計画の策定に係る補助金の交付の対象となる事業は、社会資本整備

総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付国官会第２３１７号。以下「社資交要綱」

という。）附属第Ⅲ編表イ１６－（２）－１に区分する調査設計計画のうち基本構想作成

および事業計画作成に限る。 

（経費及び補助額） 



第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助の額（以下「補

助額」という。）は、次のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税相当額を除く。 

（１）補助対象経費 前条に規定する居住環境再生計画の策定費用 

（２）補助額 補助対象経費の２分の１以内の額。ただし、５０万円を限度とする。 

なお、千円未満の端数は切り捨てる。 

（交付の申請） 

第５条 規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」と

いう。）は、計画の策定の着手までに、居住環境再生計画の策定に係る補助金交付申請書

（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）土地及び建物の登記事項証明書(代表者のもの) 

（２）マンション管理規約 

（３）建替え推進決議の記録書 

（４）対象者(区分所有者)一覧 

（５）居住環境再生計画策定に係る見積書 

（６）その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、申請者数が受付期間に募集件数を超えたときは、申請者を公開抽選により決

定するものとする。 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認

めたときは、補助金の交付を決定し、居住環境再生計画の策定に係る補助金交付決定通

知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。また、適当と認められないと

きは、居住環境再生計画の策定に係る補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申

請者に通知するものとする。 

２ 市長は補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、規則第５

条の規定により条件を附するものとする。 

（補助金の経理） 

第７条 補助事業者は、市の補助金について経理を明らかにする帳簿等を作成し、補助事

業の完了後１０年間保管しなければならない。 

（補助事業内容の変更） 

第８条 補助事業者は、補助金の額に変更を生じない範囲で、次の各号に掲げる補助事業

内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長と協議し、居住環境再生計画の策定

に係る変更（中止）届出書（様式第４号）により、届け出なければならない。 

（１）補助の対象となる計画の変更 

（２）計画期間の変更 

（３）その他申請内容の変更 

２ 補助事業者は、補助金の額に変更が生じる、補助事業内容の変更をしようとするとき



は、居住環境再生計画の策定に係る補助金変更交付申請書（様式第５号）により、市長

に変更交付申請しなければならない。 

３ 市長は、補助金変更交付申請を受けた場合において、当該申請の内容を審査し、適当

と認めたときは補助金交付の変更を決定し、居住環境再生計画の策定に係る補助金変更

交付決定通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止） 

第９条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに居住環境再生計画

の策定に係る変更（中止）届出書（様式第４号）を提出しなければならない。 

（補助事業の遂行） 

第 10条 補助事業者は、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件、その他法令に基づ

く市長の処分に従って補助事業を行わなければならない。 

（完了実績報告） 

第 11 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは（中止の届出をしたときを含む）、速

やかにかつ当該年度の３月１５日までに、次の各号に掲げる書類を添付して、居住環境

再生計画の策定に係る完了実績報告書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

（１）全体事業計画表 

（２）計画図面一式（配置図、平面図、立面図等計画の内容がわかる図面） 

（３）認定要件等適合チェックリスト及びそれを証する書類 

（４）関係機関との協議事項を記した書類 

（５）資金計画書 

（６）費用便益分析書 

（７）計画の策定に係る費用を支払ったことを証する書類の写し 

（８）その他市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第 12 条 市長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合において、当該報告内容を

審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、居

住環境再生計画の策定に係る補助金額確定通知書（様式第８号）により補助事業者に通

知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第 13 条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとすると

きは、居住環境再生計画の策定に係る補助金請求書（様式第９号）を市長に提出しなけ

ればならない。 

（是正のための措置） 

第 14 条 市長は、第 11 条の規定による完了実績報告を受けた場合において、当該事業の

成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、こ

れらに適合させるための措置を講じるよう補助事業者に命じることができる。 



２ 市長は、補助金の交付決定の内容や、補助金交付の際の条件に関して、必要があれば

適宜調査し、補助事業者に報告を求めることができる。この場合において、これらに反

すると認めたときは、是正のための措置を講じるよう補助事業者に命じることができる。 

（交付決定の取消し） 

第 15 条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に流用するなど、補助金の交付決定の内

容、又はこれに付した条件に対して重大な違反をし、かつ、是正のための命令に応じな

いときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、居住環境再生計画の策定に係る

補助金交付決定取消通知書（様式第 10号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 16 条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、居住環境再生計画の策定に係る補助金返還命

令書（様式第 11号）により期限を定めてその返還を命じるものとする。 

 

第３章 居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金 

（補助の対象） 

第 17条 居住環境再生計画に定めるマンションの設計に係る補助金の交付対象となる事業

は、社資交要綱附属第Ⅲ編表イ１６－（２）－１に区分する調査設計計画のうち建築設

計に限る。 

（経費及び補助額） 

第 18条 補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税

相当額を除く。 

（１）補助対象経費 第 17条に規定する居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用 

（２）補助額 補助対象経費の２分の１以内の額とする。ただし、第 32条で規定する補助

額と合算して従前戸数１戸当たり８０万円を限度とする。建替え後の戸数が従前戸数

を下回る場合は、建替え後の戸数で算定する。なお、千円未満の端数は切り捨てる。 

（交付の申請） 

第 19条 申請者は、居住環境再生計画に定めるマンションの設計に係る補助金交付申請書

（様式第 12 号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）居住環境再生計画認定書 

（２）土地および建物の登記事項証明書 

（３）マンション管理規約 

（４）建替え決議の記録書 

（５）対象者(区分所有者)一覧 

（６）居住環境再生計画に定めるマンションの設計費見積書 

（７）その他市長が必要と認める書類 

 



（交付の決定） 

第 20条 市長は前条の申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し、居住環境再生計画に定めるマンションの設計に係る

補助金交付決定通知書（様式第 13号）により、申請者に通知するものとする。また、適

当と認められないときは、居住環境再生計画に定めるマンションの設計に係る補助金不

交付決定通知書（様式第 14号）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、規則第５

条の規定により条件を附するものとする。 

（補助金の経理） 

第21条 補助事業者は、市の補助金について経理を明らかにする帳簿等を作成し、補助事

業の完了後１０年間保管しなければならない。 

（補助事業内容の変更） 

第 22条 補助事業者は、補助金の額に変更を生じない範囲で、次の各号に掲げる補助事業

内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長と協議し、居住環境再生計画に定め

るマンションの設計に係る変更（中止）届出書（様式第 15号）により、届け出なければ

ならない。 

（１）補助の対象となる設計の変更 

（２）設計期間の変更 

（３）その他申請内容の変更 

２ 補助事業者は、補助金の額に変更が生じる、補助事業内容の変更をしようとするとき

は、居住環境再生計画に定めるマンションの設計に係る補助金変更交付申請書（様式第

16 号）により、市長に変更交付申請しなければならない。市長は補助金変更交付申請を

受けた場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付の変更

を決定し、居住環境再生計画に定めるマンションの設計に係る補助金変更交付決定通知

書（様式第 17号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止） 

第 23条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに居住環境再生計画

に定めるマンションの設計に係る変更（中止）届出書（様式第 15号）を提出しなければ

ならない。 

（補助事業の遂行） 

第 24条 補助事業者は、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件、その他法令に基づ

く市長の処分に従って補助事業を行わなければならない。 

（完了実績報告） 

第 25 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは（中止の届出をしたときを含む）、速

やかにかつ当該年度の３月１５日までに、次の各号に掲げる書類を添付して、居住環境

再生計画に定めるマンションの設計に係る完了実績報告書（様式第 18号）を市長に提出



しなければならない。 

（１）実施設計図書 

（２）全体事業計画表 

（３）認定要件等適合チェックリスト及びそれを証する書類 

（４）関係機関との協議事項を記した書類 

（５）資金計画書 

（６）費用便益分析書 

（７）実施設計に係る費用を支払ったことを証する書類の写し 

（８）その他市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第 26 条 市長は、前条の規定による完了実績報告を受けた場合において、当該報告内容を

審査し、必要に応じて現地調査等を行い適当と認めたときは補助金の額を確定し、居住

環境再生計画に定めるマンションの設計に係る補助金額確定通知書（様式第 19号）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第 27 条 前条の規定により通知を受けた補助事業者が、補助金の交付を受けようとすると

きは、居住環境再生計画に定めるマンションの設計に係る補助金請求書（様式第 20 号）

を市長に提出しなければならない。 

（是正のための措置） 

第 28 条 市長は、第 25 条の規定による完了実績報告を受けた場合において、当該事業の

成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、こ

れらに適合させるための措置を講じるよう補助事業者に命じることができる。 

２ 市長は、補助金の交付決定の内容や、補助金交付の際の条件に関して、必要があれば

適宜調査し、補助事業者に報告を求めることができる。この場合において、これらに反

すると認めたときは、是正のための措置を講じるよう補助事業者に命じることができる。 

（交付決定の取消し） 

第 29 条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途へ流用するなど、補助金の交付決定の内

容、又はこれに付した条件に対して重大な違反をし、かつ、是正のための命令に応じな

いときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、居住環境再生計画に定めるマン

ションの設計に係る交付決定取消通知書（様式第 21号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

（補助金の返還） 

第 30 条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、居住環境再生計画に定めるマンションの設計

に係る補助金返還命令書（様式第 22号）により期限を定めてその返還を命じるものとす

る。 



 

第４章 居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金 

（補助の対象） 

第 31条 居住環境再生計画に定めるマンションの工事に係る補助金の交付の対象となる事

業は、社資交要綱附属第Ⅲ編表イ１６－（２）－１に区分する土地整備および共同施設

整備に係る事業とする。 

（経費及び補助額） 

第 32条 補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税

相当額を除く。 

（１）補助対象経費 第 31条に規定する居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用 

（２）補助額 補助対象経費の２分の１以内の額とする。ただし、第 18条で規定する補助

額と合算して従前戸数１戸当たり８０万円を限度とし、下表左欄に掲げる要件に該当

する場合は、同表右欄に掲げる額を加算できるものとする。建替え後の戸数が従前戸

数を下回るときは、建替え後の戸数で算定する。なお、千円未満の端数は切り捨てる。 

（交付の申請） 

第 33条 申請者は、居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金交付申

請書（様式第 23号）に次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

（１）居住環境再生計画認定書 

（２）事業の実施計画書 

（３）年度別事業計画内訳書 

（４）交付申請額の算出方法及び経費の配分書 

（５）交付申請額の算出方法の明細書 

（６）その他市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第 34条 市長は前条の申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し、居住環境再生計画に定めるマンションの工事に係る

補助金交付決定通知書（様式第 24号）により申請者に通知するものとする。また、適当

と認められないときは、居住環境再生計画に定めるマンションの工事に係る補助金不交

付決定通知書（様式第 25号）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、規則第５

要件 加算額（万円） 

千葉市マンション居住環境再生支援事業実施要領１１

に掲げる戸建て住宅街区整備区域を設定した場合 
２０ 

工事受注額の３割以上の割合で市内業者を活用した場

合 
１０ 



条の規定により条件を附するものとする。 

（補助金の経理） 

第35条 補助事業者は、市の補助金について経理を明らかにする帳簿等を作成し、補助事

業の完了後１０年間保管しなければならない。 

（補助事業内容の変更） 

第 36条 補助事業者は、補助金の額に変更を生じない範囲で、次の各号に掲げる補助事業

内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長と協議し、居住環境再生計画に定め

るマンションの工事に係る変更（中止）届出書（様式第 26号）により、届け出なければ

ならない。 

（１）補助の対象となる工事の変更 

（２）工事期間の変更 

（３）その他申請内容の変更 

２ 補助事業者は、補助金の額に変更が生じる、補助事業内容の変更をしようとするとき

は、居住環境再生計画に定めるマンションの工事に係る補助金変更交付申請書（様式第

27 号）により、市長に変更交付申請しなければならない。市長は補助金変更交付申請を

受けた場合において、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは補助金交付の変更

を決定し、居住環境再生計画に定めるマンションの工事に係る補助金変更交付決定通知

書（様式第 28号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止） 

第 37条 補助事業者は、補助事業を中止しようとするときは、速やかに居住環境再生計画

に定めるマンションの工事に係る変更（中止）届出書（様式第 26号）を提出しなければ

ならない。 

（補助事業の遂行） 

第 38条 補助事業者は、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件、その他法令に基づ

く市長の処分に従って補助事業を行わなければならない。 

（完了実績報告） 

第 39 条 補助事業者は、補助事業が完了したときは（中止の届出をしたときを含む）、速

やかにかつ当該年度の３月１５日までに、居住環境再生計画に定めるマンションの工事

に係る完了実績報告書（様式第 29号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならない。 

（１）補助事業の成果に関する調書 

（２）補助金精算に関する調書 

（３）補助金受入れに関する調書 

（４）事業実施状況書 

（５）事業完了写真 

（６）その他市長が必要と認める書類 



２ 補助事業者は、補助事業が翌年度にわたるときは、当該補助金交付の決定に係る会計

年度の３月１５日までに居住環境再生計画に定めるマンションの工事に係る年度終了実

績報告書（様式第 30号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（１）事業遂行実績に関する調書 

（２）補助金受入れに関する調書 

（３）事業遂行工程表 

（４）その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は、補助事業者に、第１項及び第２項に規定する報告書のほか、必要と認める書

類の提出を求めることができる。 

（額の確定） 

第 40 条 市長は、前条の規定による完了実績報告及び年度終了実績報告を受けた場合にお

いて、当該報告内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い適当と認めたときは補助

金の額を確定し、居住環境再生計画に定めるマンションの工事に係る補助金額確定通知

書（様式第 31号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の交付請求） 

第 41 条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに居住環境再生計

画に定めるマンションの工事に係る補助金請求書（様式第 32号）により補助金の交付を

市長に請求するものとする。 

（是正のための措置） 

第 42 条 市長は、第 39 条の規定による完了実績報告及び年度終了実績報告を受けた場合

において、当該事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しな

いと認めたときは、これらに適合させるための措置を講じるよう補助事業者に命じるこ

とができる。 

２ 市長は、補助金の交付決定の内容や、補助金交付の際の条件に関して、必要があると

認めたときは、適宜調査し、補助事業者に報告を求めることができる。この場合におい

て、これらに反すると認めたときは、是正のための措置を講じるよう補助事業者に命じ

ることができる。 

（交付決定の取消し） 

第 43 条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途へ流用するなど、補助金の交付決定の内

容、又はこれに付した条件に対して重大な違反をし、かつ、是正のための命令に応じな

いときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、居住環境再生計画に定めるマン

ションの工事に係る交付決定取消通知書（様式第 33号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

（補助金の返還） 

第 44 条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関

し、既に補助金が交付されているときは、居住環境再生計画に定めるマンションの工事



に係る補助金返還命令書（様式第 34号）により期限を定めてその返還を命じるものとす

る。 

（その他） 

第 45 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じた場合には、都市局長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年６月１７日から施行する。 

  

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別 記 

書類様式 

居住環境再生計画の策定に係る補助金交付申請書（様式第１号） 

居住環境再生計画の策定に係る補助金交付決定通知書（様式第２号） 

居住環境再生計画の策定に係る補助金不交付決定通知書（様式第３号） 

居住環境再生計画の策定に係る変更（中止）届出書（様式第４号） 

居住環境再生計画の策定に係る補助金変更交付申請書（様式第５号） 

居住環境再生計画の策定に係る補助金変更交付決定通知書（様式第６号） 

居住環境再生計画の策定完了実績報告書（様式第７号） 

居住環境再生計画の策定に係る補助金額確定通知書（様式第８号） 

居住環境再生計画の策定に係る補助金請求書（様式第９号） 

居住環境再生計画の策定に係る補助金交付決定取消通知書（様式第10号） 

居住環境再生計画の策定に係る補助金返還命令書（様式第11号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金交付申請書（様式第12

号） 



居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金交付決定通知書（様式

第13号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金不交付決定通知書（様

式第14号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る変更（中止）届出書（様式第

15号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金変更交付申請書（様式

第16号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金変更交付決定通知書

（様式第17号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計完了実績報告書（様式第18号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金額確定通知書（様式第

19号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金請求書（様式第20号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用定に係る補助金交付決定取消通知書

（様式第21号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金返還命令書（様式第22

号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金交付申請書（様式第23

号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金交付決定通知書（様式

第24号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金不交付決定通知書（様

式第25号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る変更（中止）届出書（様式第

26号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金変更交付申請書（様式

第27号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金変更交付決定通知書

（様式第28号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事完了実績報告書（様式第29号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事年度終了実績報告書（様式第30号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金額確定通知書（様式第

31号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金請求書（様式第32号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金交付決定取消通知書



（様式第33号） 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金返還命令書（様式第 34

号） 

 

  



 

様式第１号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画の策定に係る補助金交付申請書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

管理組合 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

                                                                               

  計画の策定に係る補助金の交付を受けたいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業

補助金交付要綱第 5 条の規定により、関係書類を添えて下記の通り申請します。 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   計画策定の目的及び内容 

 

４   計画策定の完了予定期日          

        年  月  日 

 

５   交付申請額                     

              円 

 

 ６ 交付申請額の算出基礎  

(1)対象経費の額（Ａ） 円 

(2)補助基本額（Ｂ＝Ａ×1/2） 円 

(3)補助限度額（Ｃ＝50 万円） ５００，０００円 

(4)交付申請額（Ｄ＝Ｂ又はＣのいずれか少ない額） 円 

   ※千円未満の端数は切り捨て。 

 

 



 

【添付書類】 

（１）土地及び建物の登記事項証明書(代表者のもの) 

（２）マンション管理規約 

（３）建替え推進決議の記録書 

（４）対象者(区分所有者)一覧 

（５）居住環境再生計画策定にかかる見積書 

（６）その他市長が必要と認める書類 

  



 
様式第２号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合） 

（代表者氏名）               様 

 

居住環境再生計画の策定に係る補助金交付決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった計画の策定に係る補助金について、次のとおり

交付することを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 6条

第 1項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   計画策定の目的及び内容 

 

 

４   計画策定の完了予定期日                 

        年  月  日 

 

５   補助金の交付決定額 

                   円 

 

 

６   交付の条件 

（１）計画策定の内容を変更又は事業を中止する場合には、あらかじめ市長へ申し出ること。 

（２）計画策定が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速や

かに市長に報告し、その指示を受けること。 

（３）計画策定終了後速やかに、居住環境再生計画の策定完了実績報告書（様式第７号）に関

係書類を添えて、市長に報告すること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市居住環境再生支援事業実施要綱を遵守すること。 

※ この交付申請については、ホームページ等で公表しますのでご了解ください。 

※ 補助金は、完了実績報告に基づいて補助金の額を確定した後、申請者からの請求により交

付します。 

  



 
様式第３号 

千葉市指令   第   号 

 

（管理組合） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画の策定に係る補助金不交付決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった計画の策定に係る補助金について、次のとおり

交付しないことを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 6

条第 1項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   理由 

 

 

 

 

 

２   マンションの名称 

 

３   マンションの所在地 

 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

  



 

様式第４号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画の策定に係る変更（中止）届出書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

管理組合 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

 

      年  月  日付け千葉市指令   第   号で交付決定のあった計画内容を

下記事由により変更（中止）したいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付

要綱第 8 条の規定により届出します。 

 

記 

 

１   変更（中止）の理由 

 

 

 

２   変更（中止）になった計画内容 

 

 

 

３   計画策定の完了予定期日 

年  月  日 

 

 

 

【添付書類】 

（１）変更計画書 

  （２）その他市長が必要と認める書類 

  



 

様式第５号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画の策定に係る補助金変更交付申請書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

管理組合 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

                                                                               

        年  月  日付け千葉市指令   第   号で交付決定のあった計画内容を

下記事由により変更したいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第

8 条第 2 項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

                                                                             

１   変更（中止）の理由 

 

 

 

２   変更になった活動内容 

 

 

 

３  計画策定の完了予定期日 

           年  月  日 

 

４   変更交付申請額         

                         円 

 

５ 交付申請額の算出基礎  

(1)対象経費の額（Ａ） 円 

(2)補助基本額（Ｂ＝Ａ×1/2） 円 

(3)補助限度額（Ｃ＝50 万円） ５００，０００円 

(4)交付申請額（Ｄ＝Ｂ又はＣのいずれか少ない額） 円 

   ※千円未満の端数は切り捨て。 



 
【添付書類】 

（１）交付決定通知書の写し 

（２）変更計画書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

 

  



 
様式第６号 

千葉市指令   第   号 

（管理組合） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画の策定に係る補助金変更交付決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった計画の策定に係る補助金変更交付申請について、

次のとおり交付することを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付

要綱第 8条第 3項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   居住環境再生活動の目的及び内容 

 

 

 

４   補助金の交付決定額 

                  円 

 

 

５   交付の条件 

（１）計画策定の内容を変更又は事業を中止する場合には、あらかじめ市長へ申し出ること。 

（２）計画策定が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速やか

に市長に報告し、その指示を受けること。 

（３）計画策定終了後速やかに、居住環境再生計画の策定完了実績報告書（様式第７号）に関係

書類を添えて、市長に報告すること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市マンション居住環境再生支援事業実施要綱を遵守する

こと。 

 ※ 補助金は、完了実績報告に基づいて補助金の額を確定した後、申請者からの請求により交

付します。  

 

  



 
様式第７号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画の策定完了実績報告書 

（あて先）千葉市長                

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

管理組合 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

   年    月   日付千葉市指令   第     号で補助金の交付決定の通知を

受けた計画の策定について、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱

第 11 条の規定により関係書類を添え、下記のとおり報告します。 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   補助金の交付決定額及び精算額 

補助金の交付決定額          円 

補助金の精算額            円 

４   補助事業の実施期間 

自      年  月     日 

至      年    月     日 

５   補助事業の成果 

 

【添付書類】 

居住環境再生計画書 

   ・全体事業計画表 

   ・計画図面一式（配置図、平面、立面図等計画の内容がわかる図面） 

   ・認定要件等適合ﾁｪｯｸﾘｽﾄ及びそれを証する書類 

   ・関係機関との協議事項を記した書類 

   ・資金計画書 

   ・費用便益分析書 

計画の策定に係る費用を支払ったことを証する書類の写し 

その他市長が必要と認める書類 



 
 

様式第８号 

千葉市達   第    号 

 

（管理組合） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画の策定に係る補助金額確定通知書 

 

 

     年  月  日付け計画の策定完了実績報告書及び提出された書類を審査した結

果、計画の策定に要した費用に対する補助金の額を次のとおり確定したので、千葉市マンショ

ン居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 12 条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

 

千葉市長          印 

 

 

 

 

 

金 

百万 十万 万 千 百 十 円 

    ０ ０ ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
様式第９号 

  年  月  日 

（請求先） 

千葉市長 

請 求 者  住   所 千葉市  区     

管理組合 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

 

  居住環境再生計画の策定に係る補助金請求書  

 

補助金額の確定通知を受けた計画の策定に係る補助金を次のとおり請求します。 

 

管
理
組
合 

名 称 

（マンション名）  

所 在 地 千葉市    区 

補助金額の確定通知番号    年   月   日     第     号 

計 画 の 策 定 に 係 る 

補 助 金 請 求 額 

  百

万 

  千   円 

 
         

振 込 先 金 融 機 関 

金融機関名           銀行       支店 

口 座 番 号 

普通 ・ 当座 

 

口座名義人 

フリガナ 

 

【添付書類】 

 計画の策定に係る補助金額確定通知書の写し 

  



 
様式第 10 号 

千葉市達   第   号 

（管理組合） 

（代表者氏名）                様 

居住環境再生計画の策定に係る補助金交付決定取消通知書 

 

  年 月 日付千葉市指令  第   号により通知した計画の策定に係る補助金交付決定を、

次のとおり取り消したので，千葉市補助金等交付規則第 17条第 3項において準用する第 6条及

び千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 15 条の規定により通知します。  

 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   取消の理由 

 

 

２   マンションの名称 

 

３   マンションの所在地 

 

４   居住環境再生計画策定の目的及び内容 

 

 

 

５   補助金の交付決定額 

                      円 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 千 葉 市 を 被 告 と し て 提 起 す る こ と が で き ま す 。

  



 
様式第 11 号 

千葉市達   第   号 

 

（管理組合） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画の策定に係る補助金返還命令書 

 
  年  月  日付けで計画の策定に係る補助金として交付した金額について千葉市

補助金等交付規則第 18 条及び千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第

16条の規定により、下記のとおり返還を命ずる。 

        

     年  月  日 

千葉市長            印 

 

記  

返還金額  円  

返還期限  
  

返還理由  

  

返還方法  

  

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 

 

 



 

様式第 12 号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金交付

申請書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

                                                                               

  計画の策定に係る補助金の交付を受けたいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業

補助金交付要綱第 19 条の規定により、関係書類を添えて下記の通り申請します。 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   実施設計の目的及び内容 

 

４   実施設計の完了予定期日    

       年  月  日 

 

５   交付申請額       

                      円 

 

６ 交付申請額の算出基礎  

(1)対象経費の額（Ａ） 円 

(2)補助基本額（Ｂ＝Ａ×1/2） 円 

(3)補助限度額（Ｃ＝C1×戸数）  

C1：基本額（80 万円） 
 円 

(4)交付申請額（Ｄ＝Ｂ又はＣのいずれか少ない額） 円 

 ※千円未満の端数は切り捨て。 



 
   ※戸数は従前戸数とする。ただし、建替え後の戸数が従前戸数を下回るときは、建替え後

の戸数とする。 

 

【添付書類】 

（１）居住環境再生計画認定書 

（２）土地および建物の登記事項証明書 

（３）マンション管理規約 

（４）建替え推進決議の記録書 

（５）対象者一覧 

（６）居住環境再生計画に定めるマンションの設計見積書 

（７）その他市長が必要と認める書類 

  



 
様式第 13 号 

千葉市指令   第   号 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）               様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金交付

決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった実施設計に係る補助金について、次のとおり交付

することを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 20 条第

1項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   実施設計の目的及び内容 

 

 

 

 

４   補助金の交付決定額 

                  円 

 

 

５   交付の条件 

（１）実施設計の内容を変更又は事業を中止する場合には、あらかじめ市長へ申し出ること。 

（２）実施設計が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速や

かに市長に報告し、その指示を受けること。 

（３）実施設計終了後速やかに、居住環境再生計画に定めるマンションの設計完了実績報告書

（様式第 18号）に関係書類を添えて、市長に報告すること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市マンション居住環境再生支援事業実施要綱を遵守す

ること。 

※ この交付申請についてはホームページ等で公表しますのでご了解ください。 

※ 補助金は、完了実績報告に基づいて補助金の額を確定した後、申請者からの請求により交

付します。 

  



 
様式第 14 号 

千葉市指令   第   号 

 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金不交

付決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった実施設計に係る補助金について、次のとおり交付

しないことを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 20 条

第 1項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   理由 

 

 

 

 

 

２   マンションの名称 

 

３   マンションの所在地 

 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



 

様式第 15 号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る変更（中止）

届出書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

                                                                               

      年  月  日付け千葉市指令   第   号で交付決定のあった実施設計内

容を下記事由により変更（中止）したいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金

交付要綱第 22 条第 1 項の規定により届出します。 

 

 

記 

 

１   変更（中止）の理由 

 

 

 

２   変更（中止）になった計画内容 

 

 

 

３   実施設計の完了予定期日 

  年  月  日 

 

【添付書類】 

（１）変更設計図書 

 （２）その他市長が必要と認める書類 

  



 

様式第 16 号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金変更

交付申請書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

                                                                               

        年  月  日付け千葉市指令   第   号で交付決定のあった実施設計を

下記事由により変更したいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第

22 条第 2 項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

                                                                             

１   変更（中止）の理由 

 

 

２   変更になった活動内容 

 

 

３  実施設計の完了予定期日 

         年  月  日 

 

４   変更交付申請額     

                         円 

 

５ 交付申請額の算出基礎  

(1)対象経費の額（Ａ） 円 

(2)補助基本額（Ｂ＝Ａ×1/2） 円 

(3)補助限度額（Ｃ＝C1×戸数）  

C1：基本額（80 万円） 
円 

(4)交付申請額（Ｄ＝Ｂ又はＣのいずれか少ない額） 円 

 ※千円未満の端数は切り捨て。 

    



 
※戸数は従前戸数とする。ただし、建替え後の戸数が従前戸数を下回るときは、建替え後

の戸数とする。 

 

【添付書類】 

（１）交付決定通知書の写し 

（２）変更設計図書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

  



 
様式第 17 号 

千葉市指令   第   号 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金変更

交付決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった実施設計に係る補助金変更交付申請について、次

のとおり交付することを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要

綱第 22条第 2項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   実施設計の目的及び内容 

 

 

 

４   補助金の交付決定額 

                  円 

 

 

５   交付の条件 

（１）実施設計の内容を変更又は事業を中止する場合には、あらかじめ市長へ申し出ること。 

（２）実施設計が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速やか

に市長に報告し、その指示を受けること。 

（３）実施設計終了後速やかに、居住環境再生計画に定めるマンションの設計完了実績報告書（様

式第 18号）に関係書類を添えて、市長に報告すること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市マンション居住環境再生支援事業実施要綱を遵守する

こと。 

 ※ 補助金は、完了実績報告に基づいて補助金の額を確定した後、申請者からの請求により交

付します。  

  



 
様式第 18 号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計完了実績報告書 

（あて先）千葉市長                

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

   年    月   日付千葉市指令   第     号で補助金の交付決定の通知を

受けた計画の策定について、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱

第 25 条の規定により関係書類を添え、下記のとおり報告します。 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   補助金の交付決定額及び精算額 

補助金の交付決定額                   円 

補助金の精算額                       円 

４   補助事業の実施期間 

自         年  月  日 

至         年    月  日 

５   補助事業の成果 

 

【添付書類】 

（１）実施設計図書 

（２）全体事業計画表 

（３）認定要件等適合ﾁｪｯｸﾘｽﾄ及びそれを証する書類 

（４）関係機関との協議事項を記した書類 

（５）資金計画書 

（６）費用便益分析書 

（７）実施設計に係る費用を支払ったことを証する書類の写し 

 （８）その他市長が必要と認める書類 

 



 
様式第 19 号 

千葉市達   第    号 

 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金額確定

通知書 

 

 

     年  月  日付け設計完了実績報告書及び提出された書類を審査した結果、居住

環境再生計画に定めるマンションの設計に要した費用に対する補助金の額を次のとおり確定し

たので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 26 条の規定により通知

します。 

 

     年  月  日 

 

 

千葉市長          印 

 

 

 

 

 

金 

千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

     ０ ０ ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
様式第 20 号 

  年  月  日 

（請求先） 

千葉市長 

請 求 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

 

  居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金請

求書  
 

補助金額の確定通知を受けた実施設計に係る補助金を次のとおり請求します。 

 

建
替
え
事
業

施
行
者
名 

名 称 

（マンション名）  

所 在 地 千葉市    区 

補助金額の確定通知番号    年   月   日     第     号 

実 施 設 計 に 係 る 

補 助 金 請 求 額 

  百

万 

  千   円 

 
         

振 込 先 金 融 機 関 

金融機関名           銀行       支店 

口 座 番 号 

普通 ・ 当座 

 

口座名義人 

フリガナ 

 

【添付書類】 実施設計に係る補助金額確定通知書の写し 

  



 
様式第 21 号 

千葉市達   第   号 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金交付

決定取消通知書 

 

  年 月 日付千葉市指令  第   号により通知した実施設計に係る補助金交付決定を、次

のとおり取り消したので，千葉市補助金等交付規則第 17条第 3項において準用する第 6条及び

千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 29条の規定により通知します。  

 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   取消の理由 

 

 

２   マンションの名称 

 

３   マンションの所在地 

 

４   実施設計の目的及び内容 

 

 

 

５   補助金の交付決定額 

                円 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起 算 し て ６ か 月 以 内 に 、 千 葉 市 を 被 告 と し て 提 起 す る こ と が で き ま す 。

  



 
様式第 22 号 

千葉市達   第   号 

 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの設計費用に係る補助金返還

命令書 

 
  年  月  日付けで実施設計に係る補助金として交付した金額について千葉市

補助金等交付規則第 18 条及び千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第

30条の規定により、下記のとおり返還を命ずる。 

        

     年  月  日 

千葉市長            印 

記  

返還金額  円  

返還期限  
  

返還理由  

  

返還方法  

  

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

  



 

様式第 23 号 

      年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金交付

申請書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

                                                                               

  工事に係る補助金の交付を受けたいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助

金交付要綱第 33 条の規定により、関係書類を添えて下記の通り申請します。 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   工事の目的及び内容 

 

４   工事の完了予定期日                

  年  月  日 

 

５   交付申請額                   

              円 

 

６ 交付申請額の算出基礎  

(1)対象経費の額（Ａ） 円 

(2)補助基本額（Ｂ＝Ａ×1/2） 円 

(3)補助限度額（Ｃ＝（C1＋C2＋C3）×戸数） 

C1：基本額（80 万円）、C2：戸建て住宅街区整備区

域の設定（20 万円）、C3：市内業者活用（10 万円） 

円 

(4)交付申請額（Ｄ＝Ｂ又はＣのいずれか少ない額） 円 



 
※千円未満の端数は切り捨て。 

   ※戸数は従前戸数とする。ただし、建替え後の戸数が従前戸数を下回るときは、建替え後

の戸数とする。 

 

【添付書類】 

（１）居住環境再生計画認定書 

（２）事業の実施計画書 

（３）年度別事業計画内訳書 

（４）交付申請額の算出方法及び経費の配分書 

（５）交付申請額の算出方法の明細書 

（６）その他市長が必要と認める書類 

  



 
様式第 24 号 

千葉市指令   第   号 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）               様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金交付

決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった工事に係る補助金について、次のとおり交付する

ことを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 34 条第 1 項

の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   工事の目的及び内容 

 

 

 

４   補助金の交付決定額 

                円 

 

 

５   交付の条件 

（１）工事の内容を変更又は事業を中止する場合には、あらかじめ市長へ申し出ること。 

（２）工事が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速やかに

市長に報告し、その指示を受けること。 

（３）工事終了後速やかに、居住環境再生計画に定めるマンションの工事完了実績報告書（様

式第 29号）に関係書類を添えて、市長に報告すること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市マンション居住環境再生支援事業実施要綱を遵守す

ること。 

※ この交付決定通知書については、ホームページ等で公表しますのでご了解ください。 

※ 補助金は、完了実績報告に基づいて補助金の額を確定した後、申請者からの請求により交

付します。 

  



 
様式第 25 号 

千葉市指令   第   号 

 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金不交

付決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった工事に係る補助金について、次のとおり交付しな

いことを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 34 条第 1

項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   理由 

 

 

 

 

 

２   マンションの名称 

 

３   マンションの所在地 

 

 

 

 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



 

様式第 26 号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る変更（中止）

届出書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

                                                                               

      年  月  日付け千葉市指令   第   号で交付決定のあった工事内容を

下記事由により変更（中止）したいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付

要綱第 36 条第 1 項の規定により届出します。 

 

 

記 

 

１   変更（中止）の理由 

 

 

 

２   変更（中止）になった工事内容 

 

 

 

３   工事の完了予定期日 

年  月  日 

 

【添付書類】 

（１）変更工事計画書 

  （２）その他市長が必要と認める書類 

  



 

様式第 27 号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金変更

交付申請書 

 

（あて先）千葉市長                     

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

                                                                               

        年  月  日付け千葉市指令   第   号で交付決定のあった工事内容を

下記事由により変更したいので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第

36 条第 2 項の規定により、関係書類を添えて申請します。 

                                                                             

１   変更（中止）の理由 

 

 

２   変更になった工事内容 

 

 

３  工事の完了予定期日 

    年  月  日 

 

４   変更交付申請額    

                           円 

 

５ 交付申請額の算出基礎  

(1)対象経費の額（Ａ） 円 

(2)補助基本額（Ｂ＝Ａ×1/2） 円 

(3)補助限度額（Ｃ＝（C1＋C2＋C3）×戸数） 

C1：基本額（80 万円）、C2：戸建て住宅街区整備区

域の設定（20 万円）、C3：市内業者活用（10 万円） 

円 

(4)交付申請額（Ｄ＝Ｂ又はＣのいずれか少ない額） 円 

 



 
※千円未満の端数は切り捨て。 

   ※戸数は従前戸数とする。ただし、建替え後の戸数が従前戸数を下回るときは、建替え後

の戸数とする。 

 

【添付書類】 

（１）交付決定通知書の写し 

（２）変更工事計画書 

（３）その他市長が必要と認める書類 

  



 
様式第 28 号 

千葉市指令   第   号 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金変更

交付決定通知書 

 
  年  月  日付けで申請のあった工事に係る補助金変更交付申請について、次のと

おり交付することを決定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第

36条第 2項の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   工事の目的及び内容 

 

 

 

４   補助金の交付決定額 

 

                 円 

 

 

５   交付の条件 

（１）工事の内容を変更又は事業を中止する場合には、あらかじめ市長へ申し出ること。 

（２）工事が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速やかに市

長に報告し、その指示を受けること。 

（３）工事終了後速やかに、居住環境再生計画に定めるマンションの工事完了実績報告書（様式

第 29号）に関係書類を添えて、市長に報告すること。 

（４）千葉市補助金等交付規則、千葉市マンション居住環境再生支援事業実施要綱を遵守する

こと。 

 ※ 補助金は、完了実績報告に基づいて補助金の額を確定した後、申請者からの請求により交

付します。  

  



 
様式第 29 号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事完了実績報告書 

（あて先）千葉市長                

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

   年    月   日付千葉市指令   第     号で補助金の交付決定の通知を

受けた工事について、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 39

条第 1 項の規定により関係書類を添え、下記のとおり報告します。 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   補助金の交付決定額及び精算額 

   補助金の交付決定額                   円 

   補助金の精算額                       円 

４   補助事業の実施期間 

   自         年  月  日 

   至         年    月    日 

５   補助事業の成果 

 

【添付書類】 

（１）補助事業の成果に関する調書 

（２）補助金精算に関する調書 

（３）補助金受入れに関する調書 

（４）事業実施状況書 

（５）事業完了写真 

（６）その他市長が必要と認める書類 

  



 
様式第 30 号 

    年    月    日 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事 

年度終了実績報告書 

（あて先）千葉市長                

 

申 請 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

   年    月   日付千葉市指令   第     号で補助金の交付決定の通知を

受けた工事について、千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 39

条第 2 項の規定により関係書類を添え、下記のとおり報告します。 

 

１   マンションの名称 

 

２   マンションの所在地 

 

３   補助金の交付決定額及び精算額 

   補助金の交付決定額                   円 

   補助金の精算額                       円 

４   補助事業の実施期間 

   自          年  月  日 

   至        年    月    日 

５   補助事業の成果 

 

【添付書類】 

（１）事業遂行実績に関する調書 

（２）補助金受入れに関する調書 

（３）事業遂行工程表 

（４）その他市長が必要と認める書類 

  



 
様式第 31 号 

千葉市達   第    号 

 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金額確定

通知書 

 

 

     年  月  日付け工事完了実績報告書及び提出された書類を審査した結果、工事

費用に対する補助金の額を次のとおり確定したので、千葉市マンション居住環境再生支援事

業補助金交付要綱第 40 条の規定により通知します。 

 

     年  月  日 

 

 

千葉市長          印 

 

 

 

 

 

金 

百億 十億 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

        ０ ０ ０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
様式第 32 号 

  年  月  日 

（請求先） 

千葉市長 

請 求 者  住   所 千葉市  区     

建替え事業施行者名 

代表者氏名           

（署名または記名・押印可） 

連絡先 

電話番号     －   － 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ      ＠ 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金

請求書  
 

補助金額の確定通知を受けた工事に係る補助金を次のとおり請求します。 

 

建
替
え
事
業

施
行
者
名 

名 称 

（マンション名）  

所 在 地 千葉市    区 

補助金額の確定通知番号    年   月   日     第     号 

工 事 に 係 る 

補 助 金 請 求 額 

  十

億 

  百

万 

  千   円 

         

振 込 先 金 融 機 関 

金融機関名           銀行       支店 

口 座 番 号 

普通 ・ 当座 

 

口座名義人 

フリガナ 

 

【添付書類】 工事に係る補助金額確定通知書の写し 

  



 
様式第 33 号 

千葉市達   第   号 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金交付

決定取消通知書 

 

  年 月 日付千葉市指令  第   号により通知した工事に係る補助金交付決定を、次のとお

り取り消したので，千葉市補助金等交付規則第 17条第 3項において準用する第 6条及び千葉市

マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 43条の規定により通知します。  

 

 

     年  月  日 

 

千葉市長            印 

 

１   取消の理由 

 

 

２   マンションの名称 

 

３   マンションの所在地 

 

４   工事の目的及び内容 

 

 

５   補助金の交付決定額 

                 円 

 

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



 
様式第 34 号 

千葉市達   第   号 

 

（建替え事業施行者名） 

（代表者氏名）                様 

 

居住環境再生計画に定めるマンションの工事費用に係る補助金返還

命令書 

 
  年  月  日付けで工事に係る補助金として交付した金額について千葉市補助

金等交付規則第 18 条及び千葉市マンション居住環境再生支援事業補助金交付要綱第 44条

の規定により、下記のとおり返還を命ずる。 

        

     年  月  日 

千葉市長            印 

 

記  

返還金額  円  

返還期限  
  

返還理由  

  

返還方法  

  

 

審査請求等について 

１ この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。 

２ この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日から 

起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。 

 


